
平成３０年１１月５日 

各位 

株式会社 十六銀行 

 

じゅうろくＳＤＧｓ私募債「つながるこころ」の取扱い開始について 

 

株式会社十六銀行（頭取 村瀬幸雄）は、平成３０年１１月５日（月）より、『じゅうろくＳＤＧｓ私募債「つな

がるこころ」』の取扱いを開始いたしますので、お知らせします。 

『じゅうろくＳＤＧｓ私募債「つながるこころ」』は、ＳＤＧｓの趣旨とじゅうろくＳＤＧｓ私募債「つながるここ

ろ」の取組みに賛同いただいた企業さまが、私募債を発行した場合、発行企業さまが指定した寄贈先へ

物品や金員を寄贈・寄付する仕組みです。本商品を通じたＳＤＧｓへの取組みにより、地域社会づくりと

社会貢献につなげていただくことが可能となります。 

ＳＤＧｓに向けた取組みが世界規模で広がるなか、当行は、平成３０年８月に加盟した内閣府設立の

「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」からの情報収集及び官民連携の促進を図りながら、引き続

き地方創生に資する活動に取り組み、皆さまとともに持続可能な地域社会づくりに貢献してまいります。 

 

記 

＜商品概要＞ 

名      称 じゅうろくＳＤＧｓ私募債 「つながるこころ」 

取 扱 開 始 日       平成３０年１１月５日（月） ※発行開始日：平成３０年１２月１０日発行分より 

発 行 金 額 銀行保証付私募債 

３千万円以上５億円未満（１千万円単位）     

５億円以上（１億円単位） 

信用保証協会保証付私募債 

３千万円以上５億円未満（１千万円単位）       

５億円以上５億６千万円以下（２千万円単位） 

期      間 ２年以上７年以内 

償 還 方 法 満期一括償還または定時償還 

資 金 使 途 運転資金または設備資金 

金      利 当行所定の固定金利 

特       徴 

 

寄     贈 当行が発行企業様から受け取る手数料の一部で図書やスポーツ用品等を購入し、発行企

業様の指定した学校等に発行企業様と連名で寄贈します。（物品に限らず金銭での寄贈も

可能。） 

寄  贈  者 当行  

寄  贈  先 当行の主たる営業エリア内（岐阜県、愛知県、三重県）で発行企業さまが指定する幼稚園、

小・中・高等学校・大学等（国立、公立、私立を問いません。）や地方公共団体、医療・福祉

施設、公益的な活動を行う法人・団体の中から 1先に寄贈できます。 

寄  贈  品 発行金額の０．２％相当額の範囲内で、発行企業様の意向を踏まえ、寄贈先の学校等と協

議します。 

 

 

 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



＜ＳＤＧｓとは＞ 

 

「Sustainable（持続可能な）Development（開発）Goals（目標）」の略称です。 

2015年 9月の国連サミットで採択され、17の目標・169のターゲットから構成されています。

世界規模による活動が拡大するなか、近時は、国内においても SDGsへの取組みを行う企業が

急速に増加しており、2030年までにこれらの目標を達成するため、企業の参画・貢献が期待

されています。 

 

以 上 

 

 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL ０５８－２６６－９８００】         


